
 

 

202６年６月１５日 

 

当座預金口座をお持ちのお客さま各位 

 

横浜幸銀信用組合 

 

当座勘定規定の改定について 

 

 

平素より横浜幸銀信用組合をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた各種対応に伴い、2026年 6月 15日（月）より、当座勘定 

 

規定（一般当座）を改定いたします。詳細につきましては、下記の改定内容をご確認ください。 

 

改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので予めご了 

 

承ください。 

 

１．対象となる規定 

  当座勘定規定（一般用） 

 

２．改定日 

 2026年 6月 15日 

 

３．改定内容 

下表では改定となる条項のみ記載しております。（下線部分が改正箇所） 

 

改  正  後 現  行 

第７条（手形、小切手の支払等） 

（１）小切手が支払のために呈示された場合、または

手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合に

は、当座勘定から支払います。なお、２０２６年１

２月３１日を超えて振り出した場合は、当座勘定か

ら支払をしません。 

第７条（手形、小切手の支払） 

（１）小切手が支払のために呈示された場合、また

は手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合に

は、当座勘定から支払います。 

 

 



 

 

改  正  後 現  行 

（２）前項の支払にあたっては、手形または小切手の

振出しの事実の有無等を確認すること（その旨につ

いて書面の交付を求めることを含みます）がありま

す。 

（３）当座勘定の支払は、次のいずれかの方法で行って

ください。 

  Ａ 届出または登録の印章により、当組合所定の出

金票（以下、出金票）に記名押印して提出す

る方法。 

Ｂ 小切手を使用する方法。 

 (４) 前項の支払に出金票を使用する場合には、当該

当座勘定の支払を受けることについて正当な権限

を有することを確認するための本人確認等の手続

を求めることがあります。この場合、当組合が必

要と認めるときは、この確認ができるまでは支払

を行わないことがあります。 

（２）（同左） 

 

 

 

（３）当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用

してください。 

 

 

 

（４）（新設） 

第８条（手形、小切手用紙等） 

（１）当組合を支払人とする小切手または当店を支払

場所とする約束手形を振出す場合には、当組合が

交付した用紙を使用してください。ただし、２０

２６年１２月３１日までに振り出してください。 

（２）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合

には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用

紙であること、かつ２０２６年１２月３１日まで

に振り出された手形であることを確認してくださ

い。 

（３）前２項以外の手形または小切手については、当

組合はその支払をしません。 

（４）当座勘定から支払をした手形または小切手のう

ちに、本人が振り出したものではないものや改ざ

んが疑われるものがあった場合には、直ちに当組

合宛に連絡してください。 

（５）出金票の交付請求があった場合には、必要と認

められる枚数を交付します。 

（６）当座勘定から支払をした手形または小切手の用

紙はその支払日から３か月を経過した場合は返却

を求めることができないものとします。 

第８条（手形、小切手用紙） 

（１）当組合を支払人とする小切手または当店を支

払場所とする約束手形を振出す場合には、当組合が

交付した用紙を使用してください。 

 

 

（２）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場

合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形

用紙であることを確認してください。 

 

（３）～（４）（同左） 

 

 

 

 

 

 

（５）手形用紙、小切手用紙の請求があった場合に

は、必要と認められる枚数を当組合所定の手数料

と引換えに交付します。 

（６）（同左） 



 

 

改  正  後 現  行 

（７）前項の期間を経過した場合において、本人から

請求があったときは、当組合所定の手続きによっ

て当該手形または小切手の写しを交付します。た

だし、当組合が定める写しの保管期限を経過した

場合は、その限りではありません。 

 

 

（７）（同左） 

 

第９条(支払の範囲) 

(１) 支払い、引き落としの金額（手形・小切手等）

が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組

合はその支払義務を負いません。 

(２) 呈示された手形小切手は、呈示日の１５時まで

に当座勘定に受入れまたは振込みされた支払資

金により支払います。なお、１５時以降に入金

した支払資金を支払に充当したとしても当組合

は責任を負わないものとします。 

(３) 支払い、引き落としの金額（手形・小切手等）

の一部支払いはしません。 

第９条(支払の範囲) 

(１) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定

の支払資金をこえる場合には、当組合はその

支払義務を負いません。 

（新 設） 

 

 

 

 

(２)手形、小切手の金額の一部支払はしません。 

第１０条(支払の選択) 

同日に複数件の支払をする場合（出金票・手形お

よび小切手等）にその総額が当座勘定の支払資金を

こえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任

意とします。 

第１０条(支払の選択) 

同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合

にその総額が当座勘定の支払資金をこえるとき

は、そのいずれを支払うかは当組合の任意としま

す。 

第１１条(過振り) 

(１) 第９条の第１項にかかわらず、当組合の裁量に

より支払資金をこえて支払、引き落としをした場合

（出金票・手形および小切手等）には、当組合から

の請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってく

ださい。 

(２) 前項の不足金に対する損害金の割合は年１４.

６% (年３６５日の日割計算)とし、当組合所定の方

法によって計算します。 

(３) 第１項により当組合が支払をした後に当座勘定

に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に

充当します。 

(４) 第１項による不足金、および第２項による損害

金の支払がない場合には、当組合は諸預り金その他

の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつで

も差引計算することができます。 

第１１条(過振り) 

(１) 第９条の第１項にかかわらず、当組合の裁量

により支払資金をこえて手形、小切手等の支

払をした場合には、当組合からの請求があり

しだい直ちにその不足金を支払ってくださ

い。 

(２) （同左） 

 

 

(３) （同左） 

 

 

(４) （同左） 

 

 

 



 

 

改  正  後 現  行 

(５) 第１項による不足金がある場合には、本人から

当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、

その不足金の担保として譲り受けたものとします。 

(５) （同左） 

第１２条(手数料等の引落し) 

(１) 当組合が受取るべき貸付金利息、割引料、手数

料、保証料、立替費用、その他これに類する債権

が生じた場合には、小切手または出金票によら

ず、当座勘定からその金額を引落すことができる

ものとします。 

(２) 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合

には、当組合所定の手続きをしてください。 

第１２条(手数料等の引落し) 

（１） 当組合が受取るべき貸付金利息、割引料、

手数料、保証料、立替費用、その他これに類

する債権が生じた場合には、小切手によら

ず、当座勘定からその金額を引落すことがで

きるものとします。 

（２）（同左） 

 

第１３条(支払保証) 

小切手の支払保証はしません。 

第１３条(支払保証に代わる取扱い) 

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求

があるときは、当組合は自己宛小切手を交付し、 

その金額を当座勘定から引落します。 

第１５条(届出事項の変更) 

(１) 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印

章を失った場合、または印章、名称、商号、代表

者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変

更があった場合には、直ちに書面によって当店に

届出てください。 

(２) 前項の届出の前に生じた損害については、当組

合は責任を負いません。 

(３) 第１項による届出事項の変更の届出がなかった

ために、当組合からの通知または送付する書類等

が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到

達すべき時に到達したものとみなします。 

(４）当座勘定の開設等の際には、当組合は、法令で

定める本人確認等の確認を行います。確認事項に

変更があったときは、直ちに当組合所定の方法に

よって当店に届出てください。 

 

 

 

第１５条(届出事項の変更) 

(１) （同左） 

 

 

 

 

(２) （同左） 

 

(３) （同左） 

 

 

 

 

(４)（新設） 

 

第１７条(印鑑照合等) 

(１) 手形、小切手、出金票または諸届け書類に使

用された印影または署名（電磁的記録により当

第１７条(印鑑照合等) 

(１) 手形、小切手または諸届け書類に使用された

印影または署名（電磁的記録により当組合に



 

 

改  正  後 現  行 

組合に画像として送信されるものを含みます）

を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意を

もって照合し、相違ないものと認めて取扱いま

したうえは、その手形、小切手、出金票、諸届

け書類につき、偽造、変造その他の事故があっ

ても、そのために生じた損害については、当組

合は責任を負いません。 

(２) 手形、小切手として使用された用紙（電磁的

記録により当組合に画像として送信されるもの

を含みます）を、相当の注意をもって第８条の

交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、

その用紙につき模造、変造、流用があっても、

そのために生じた損害については、前項と同様

とします。 

(３) この規定および別に定める手形用法、小切手

用法に違反したために生じた損害についても、

第１項と同様とします。 

画像として送信されるものを含みます）を、

届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をも

って照合し、相違ないものと認めて取扱いま

したうえは、その手形、小切手、諸届け書類

につき、偽造、変造その他の事故があって

も、そのために生じた損害については、当組

合は責任を負いません。 

(２)（同左） 

 

 

 

 

 

(３)（同左） 

 

第１８条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) 

（１）手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受け

る場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎ

り記載してください。もし、小切手もしくは確定

日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形

で受取人の記載のないものが呈示されたときは、

その都度連絡することなく支払うことができるも

のとします。なお、２０２６年１２月３１日を超

えて振り出されたもの、または振出日の記載がな

いものが呈示されたときは、当組合の判断により

支払いを拒絶することができるものとします。 

（２） 前項の取扱いによって生じた損害について

は、当組合は責任を負いません。 

第１８条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) 

（１）手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受

ける場合には、手形要件、小切手要件をでき

るかぎり記載してください。もし、小切手も

しくは確定日払の手形で振出日の記載のない

ものまたは手形で受取人の記載のないものが

呈示されたときは、その都度連絡することな

く支払うことができるものとします。 

 

 

 

（２）同左 



 

 

改  正  後 現  行 

第１９条(線引小切手の取扱い) 

（１） 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届

出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、

その持参人に支払うことができるものとします。

なお、２０２６年１２月３１日を超えて振り出さ

れたもの、または振出日の記載がないものが呈示

されたときは、当組合の判断により支払いを拒絶

することがあります。 

（２）前項の取扱いをしたため、小切手法第３８条第

５項の規定による損害が生じても、当組合はその

責任を負いません。また、当組合が第三者にその

損害を賠償した場合には、振出人に求償できるも

のとします。 

第１９条(線引小切手の取扱い) 

（１） 線引小切手が呈示された場合、その裏面に

届出印の押なつ(または届出の署名)があると

きは、その持参人に支払うことができるもの

とします。 

 

 

 

（２）前項の取扱いをしたため、小切手法第３８条

第５項の規定による損害が生じても、当組合

はその責任を負いません。また、当組合が第

三者にその損害を賠償した場合には、振出人

に求償できるものとします。 

第２６条(解約) 

（１） この取引は、当事者一方の都合でいつでも口

座開設店で解約することができます。ただし、当

組合に対する解約の通知は書面によるものとしま

す。 

第２６条(解約) 

（１） この取引は、当事者一方の都合でいつでも

解約することができます。ただし、当組合に

対する解約の通知は書面によるものとしま

す。 

 

（小切手用法） 

２. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高

を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈

示をうければ、支払うことになりますからご承知お

きください。なお、２０２６年１２月３１日を超え

て振り出した場合は、当座勘定から支払をしませ

ん。 

（小切手用法） 

２. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の

残高を確認してください。なお、先日付の小切

手でも呈示をうければ、支払うことになります

からご承知おきください。 

（約束手形用法） 

３. 振出日、受取人の記載は、手形要件となっており

ますから、記入してください。 

（約束手形用法） 

３. 振出日、受取人の記載は、手形要件となって

おりますから、できるだけ記入してください。 

（為替手形用法） 

４. 振出日、支払人、受取人の記載は、手形要件とな

っておりますから記入してください。 

（為替手形用法） 

４. 振出日、支払人、受取人の記載は、手形要件と

なっておりますからできるだけ記入してくださ

い。 

 

 

以 上 

 


